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A-6 ハイケアユニット入院医療管理料（食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡に

よるもの）） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、下記に該当する手術後（術後の合併症を伴う場合を除く）

に対する「ク 大手術後」を理由とするハイケアユニット入院医療管理料

の算定は認められない。 

 ⑴ 食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの） 

 ⑵ 食道・胃静脈瘤結紮術 

 ⑶ 胃静脈瘤組織接着剤注入術 

 

○ 取扱いの根拠 

 留意事項通知により「ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象とな

る患者は、次に掲げる状態（ア～コ）に準じる状態にあって、医師がハイ

ケアユニット入院医療管理が必要であると認めたもの」とされている。 

 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準の届出病床に患者を入室

させた場合であっても、「ク 大手術後」を理由に算定できるのはハイケア

ユニット入院医療管理を必要とする手術の術後であり、ハイケアユニット

入院医療管理を必要としない術後の患者の経過観察のために入室させた

場合は認められない。 

 したがって、⑴～⑶の手術後については「ク 大手術後」に該当せず算

定は認められないと整理した。 

 なお、⑴～⑶の手術後の場合でも、手術後の合併症や手術以外に該当す

る状態（ア～コ）に準じる状態についてハイケアユニット入院医療管理が

必要と判断される場合については認められる。 

 

 


